
執行役
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コーポレートガバナンス経営体制

上記の前文とともに、以下の各項目について方針を定めています。

内部統制基本方針の概要

２．業務の適正を確保するための体制
①執行役および使用人の職務の執行が法令および定

款に適合することを確保するための体制 
②執行役の職務の執行に係る情報の保存および管

理に関する体制 
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
④執行役の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制 
⑤相互会社およびその実質子会社から成る企業集

団における業務の適正を確保するための体制 
⑥顧客保護が図られることを確保するための体制 
⑦内部監査の実効性を確保するための体制

１．監査委員会の職務の執行のための体制
①監査委員会の職務を補助すべき取締役および使

用人に関する事項 
②監査委員会への報告に関する体制 
③監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執

行に関するものに限る。）について生ずる費用の前
払または償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針
に関する事項 

④その他監査委員会の監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制 

当社は、経営の健全性・適切性を確保する観点から、「内部
管理態勢の強化」に取り組んでいます。取締役会において、
保険業法第５３条の30第1項第1号の規定に基づき「内部統
制基本方針」を定め、この方針に基づいて、リスク管理態勢、
コンプライアンス態勢および内部監査機能の充実を図ると

ともに、監査委員会の監査が実効的に行われるための体制
整備など、内部統制システムが有効に機能するような取組み
を行っています。

※内部統制システムの運用状況の概要はP139をご参照ください。

（前文）
当社は、経営の根本精神を表した企業理念である「経

営の要旨」を頂点とし、「経営の要旨」に示された当社の
普遍的な使命をＣＳＲの視点から再整理した「ＣＳＲ経営
方針」、および中長期的に実現すべき顧客視点から見た
会社のめざすべき姿を示す「住友生命ブランドビジョ
ン」を経営方針としている。

これらによって構成される経営方針に則り、業務の健
全性および適切性の確保に向けた内部統制システムの

整備に係る基本方針として、保険業法第５３条の３０第１
項第１号ロおよびホの規定に基づき取締役会が本方針
を定め、役職員に対して周知徹底を図るとともに法令に
基づく開示を行う。

当社は、本方針に則って内部統制システムを整備する
とともに、取締役会においてその実効性を検証し、必要
な改善を図ることとするほか、内部統制システムの運用
状況の概要の開示を行う。
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内部統制システムの整備経営体制
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